
「保育士養成課程等検討会」開催要綱  

1 目 的  

子どもや家庭を取り巻く様々な環境の変化等に伴う子どもの育ちの課題や  

保護者支援の必要性など、保育所や保育士に求められる役割や機能が深化・  

拡大している。  

このため、保育士の専門性や保育の質の向上を目指して、保育所保育指針  

の改定が行われ、平成21年4月より施行されている。  

今般、その改定内容を踏まえた保育士養成課程等の見直しを行うとともに、  

今後の保育士養成制度の課題について、雇用均等・児童家庭局長が学識者等  

の参集を求め、検討を行うこととする。  

2 構 成   

（1）検討会の構成員は別紙のとおりとする。   

（2）検討会に座長を置く。  

3 検討事項   

（1）保育士養成課程等の見直しに関する事項   

（2）保育士養成制度の課題に関する事項  

4 運 営  

検討会の庶務は、雇用均等・児童家庭局保育課が行う。  

5 その他  

この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が  

雇用均等・児童家庭局長と協議の上定める。  
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検討会の公開の取扱いについて（案）   

検討会、議事要旨及び資料を公開とする。   

ただし、特段の事情がある場合には、座長の判断により、会議を非公開とすること  

ができることとする。  

【「特段の事情がある場合」とされる具体例】   

※「審議会等会合の公開に関する考え方」（厚生労働省通知）より抜粋  

① 個人に関する情報を保護する必要がある。  

② 特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開すると外部からの   

圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見の交換又は意思決定の   

中立性が不当に損なわれるとともに、委員の適切な選考が困難となるおそれが   

ある。  

③ 公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や憶測を招き、   

不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。  

④ 公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそ   

れがある。   



資料3  

「保育士養成課程等検討会」における検討項目  

1 検討項目  

①改定保育所保育指針を踏まえた保育士養成課程等の見直し   

（1）指定保育士養成施設における教科目の見直し   

（2）保育士試験における試験科目の見直し  

②今後の保育士養成制度の課題  

（1）養成課程における制度的課題  

（2）保育士のリカレント教育と研修体系   



保育士養成課程見直しの経緯  

＜概要＞   

保育士養成課程は、昭和23年児発第105号児童家庭局長通知「保母養成施設の   

設置及び運営に関する件」に示されたものに始まり平成13年厚生省告示第198号   

によるまで、その間計5回の改定がなされてきた。  

○昭和23年児発第105号通知「保母養成施設の設置及び運営に関する件」における   

養成課程の概要   

・制度発足当時の保母養成所の学科目及び配当時間数  

学 科 目   配当時間数   学 科 目   配当時間数   

倫 理   40  グループワーク   40   

教育学及び教育心理学   40  自然研究及び社会研究   80   

保育理論   16 0  音 楽   200   

児童心理学及び精神衛生学   15 0  リズム   80   

生理学及び保健衛生学   80  遊 戯   8 0   

栄養学   40  お 話   40   

育児法   40  絵 画   40   

小児病学   40  製 作   40   
看護学   40  英 語   40   

社会事業一般   4 0  児童福祉に関する法令   特別講義   

ケースワーク   40   計   1，350  

（注）他に、保育、育児、看護、教護、栄養、音楽、遊戯、絵画、制作等  

に関する実習がある   

○昭和27年厚生省告示第33号による改定の概要  

・単位制を導入  

・専門科目甲類を設置、必修科目とした  

（設定87単位、履修87単位）  

・専門科目乙類を設置、選択科目とした  

（設定13単位、履修4科目以上選択・6単位以上）  
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・総設定単位100単位、総履修単位93単位以上  

・リズム、お話、絵画、製作、英語の科目が生活指導科目として設置された。   

○昭和37年厚生省告示第328号による改定の概要  

・専門科目を6つの系列に分類整理  

・短大においても保母養成を容易にするため、保母資格取得単位数を削減  

（93単位以上→73単位以上）  

・一般教育科目・体育を設置  

（設定14単位、履修14単位）   

・専門科目甲類  

（設定52単位、履修52単位）   

・専門科目乙類・外国語  

（設定28単位、履修4科目以上選択・7単位以上）   

・総設定単位94単位、総履修単位73単位以上   

○昭和45年厚生省告示第352号（厚生省告示第328号第1次改正）による改定の   

概要  

・専門科目を、「福祉」、「保育・体育」、「心理」、「保健」、「保育内容」、「基礎技能」  

の6つの系列に分類整理  

・保母と幼稚園教諭の同時養成を容易にするため、保母資格取得単位数を削減  

（73単位以上→68単位以上）   

・一般教育科目・体育  

（設定14単位、履修14単位）   

・専門科目甲類  

（設定46単位、履修46単位）   

・専門科目乙類・外国語  

（設定30単位、履修5科目以上選択・8単位以上）   
・総設定単位90単位、総履修単位68単位以上   

○平成3年厚生省告示第121号による改定の概要   

・一般教育科目、外国語及び体育を基礎科目とした。  

（設定12単位以上、履修10単位以上）   

・専門科目甲類を必修科目とし、5つの系列（「保育の本質・目的の理解に関する科  

目」、「保育の対象の理解に関する科目」、「保育の内容・方法の理解に関する科目」、   

「基礎技能」、「保育実習」）に分類整理  

（設定47単位、履修47単位）   

・専門科目乙類を選択必修科目とし、5つの系列（必修科目と同じ）に分類整理  

（設定5系列全てにわたり8科目以上選択・20単位以上、履修5科目以上選択・  

11単位以上）   

・総設定単位79単位以上、総履修単位68単位以上   

○平成13年厚生労働省告示第198号による改定の概要   

・「基礎科目」（外国語、体育等）を「教養科目」に名称を変更  
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・教養科目の設置単位を「12単位以上」から「10単位以上」に、履修単位を「1   

0単位以上」から「8単位以上」に変更。総取得単位数は68単位と変わらず。  

・必修科目として「家族援助論」を新設。   

（家族を取り巻く環境の変化等を踏まえ、保育士に求められる家族援助や保護者支  

援のスキルを修得する。保育士の役割の拡大に対応）  

・必修科目として「総合演習」を新設。   

（幼稚園教諭免許取得のための教育課程との整合性を確保する）  

・「障害児保育」を選択必修科目から必修科目へ変更。授業形態も講義から演習へ。  

単位数は2から1に変更。  

・「養護内容」を選択必修科目から必修科目へ変更。単位数は2から1に変更。  

・「小児栄養」の授業形態を「講義・実習」から「演習」に変更。単位数を3から2  

に変更。  

・「乳児保育」の授業形態を「講義」から「演習」に変更（より実践力を高める）  

・「社会福祉Ⅱ」を「社会福祉援助技術」に科目名変更（ソーシャルワーク的機能を  

学ぶ）  

・選択必修科目の大綱化   

（科目名、系列ごとの単位数等の規定をなくし、系列のみを規定。保育士養成校の  
特色や自主性を尊重）  

・保育実習を増設（保育実習ⅡまたはⅢを選択必修とし、実習の機会を増やす）   

＜保育士養成課程等の改定経過＞  

年月日   保育士養成課程の改定   関連する保育関係事項   

S22．12．12   児童福祉法制定   

S23．3．31  児童福祉法施行令・児童福祉法施  

行規則制定  

厚生省児童局長通知第105号  児童福祉施設最低基準制定  

「保母養成施設の設置及び運営に関する件」  

（学科目及び配当時間数の規定21科目1，350時間）  

厚生省告示第33号による改定  

S27．3．1  

準に準じた制度に整備・改正。総履修単位93単  

位以上）  

S37．9．26  

（幼稚園教員養成課程との整合性を図る。総履  

S39．4．1   幼稚園教育要領の制定・施行  

S40．8．6  保育所保育指針の制定・施行  

S45．9．30  

厚生省告示第352号による改定  

（幼稚園教員との同時養成を容易にするため総  

履修単位を73単位から68単位以上に削減）    Hl．4．1  幼稚園教育要領の改訂・施行   

H2．4．1  保育所保育指針の改定・施行   
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年月日   保育士養成課程の改定   関連する保育関係事項   

H2．11．2  

討小委員会設置（以後H3．3月まで5回にわた  

り保母養成課程及び保母養成の在り方について  

検討を行う）  

H3．7．5  

1）（保育指針改定の内容に対応するとともに教  

科目を5系列に構造化。総単位数は変わらず68  

単位以上）  

H6．5．16  児童の権利に関する条約の批准  

改正児童福祉法施行（措置による  

HlO．4．1  保育所入所を情報提供に基づく選  

択に変更等）  

Hll．4．1  児童福祉法改正に伴い保母から保  

育士に名称変更  

Hll．4．1   幼稚園教育要領改訂・施行   

H12．4，1  保育所保育指針改定・施行   

H12．5．24  児童虐待の防止等に関する法律制  

定  

保育士養成課程等検討委員会設置（以後H13．  

月まで6回にわたり保育指針改定に伴う保育士  

養成課程を検討）  

厚生労働省告示第198号による改定（施行はH14．  

4．1）（家族援助論の新設、障害児保育の必修等、  

保育指針改定の内容に対応。総履修単位数は変  

わらず）  

H13．11．30  児童福祉法の改正に伴い保育士資  

格の法定化。保育士の定義が「専  

門的知識及び技術をもって、児童  

の保育及び児童の保護者に対する  

保育に関する指導を行うことを業  

とする者」とされる。（施行はHl  

5．11．29）  

H15．7．16  次世代育成支援対策推進法制定   

H15．7．30  少子化社会対策基本法制定   

H16．12．24  子ども・・子育て応援プラン策定   

H18．6．9  「就学前の子どもに関する教育、  

保育等の総合的な提供の推進に関  

する法律」（認定こども園制度の  

創設。施行は10．1）   
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年月日   保育士養成課程の改定   関連する保育関係事項   

H18．12．22  教育基本法改正（第11条に「幼児  

期の教育」を規定）  

H19．12．26  社会保障審議会少子化特別部会設  

置  

H19．12．27  「子どもと家族を応援する日本」  

重点戦略の策定  

H20．2．27   新待機児童ゼロ作戦   

H20．3．28  保育所保育指針改定（告示化）  

幼稚園教育要領改訂  

H21．2．24  少子化特別部会第一次報告「次世  

代育成支援のための新たな制度体  

系の設計に向けて」  

雇児発第0227005通知「指定保育士養成施設指定  

及び運営の基準について」（改定保育所保育指針  

の内容を考慮し、教授内容の一部を変更）  

H21．4．1  改定保育所保育指針施行  

改訂幼稚園教育要領施行   

保育士養成課程等検討会設置（H22．3月まで  

検討予定）  
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資料5   

平成21年11月16日   
第1回保育士養成課程等検討会  

保育所保育指針改定について  

1．保育所保育指針の趣旨と改定の経緯  

保育所保育指針は、全国の認可保育所（現在約2万3千か所、約210万人入所）の保   

育の内容及び内容に関連する運営に関する事項を定めたものである。本指針は、昭和40   

年に局長通知として制定されて以降、平成2年、平成12年の二度の改定を経て、平成   

20年3月28日、三度目の改定により厚生労働大臣による告示となり、本年4月1日   

に施行されている。  

2．改定の内容  

保育指針の改定のねらいは、保育の質の向上であり、保育所が子どもや子育て家庭を   

取り巻く今日的課題を踏まえ、保育の専門機関として地域社会に貢献することを求めて   

いる。主な改定なポイントは以下のとおり。   

①保育所の役割の明確化  

子どもの保育と保護者支援を担う保育所の役割を明確にするとともに、保育所の社会   

的責任（子どもの人権の尊重、説明責任の発祥、個人情報保護や苦情解決など）につい   

て明記   

②保育の内容、養護と教育の充実  

子どもの育つ道筋（発達過程）を押さえ、乳幼児期に育ち経験することが望まれる保   

育の内容を「養護」と「教育」の両面から明記。子どもの健康・安全を守るための体制   

を示すとともに「食育の推進」が盛り込む。  

（卦小学校との連携  

子どもの生活や発達の連続性を踏まえた保育の内容の工夫や′j、学校との交流、連携を   

図ること、子どもの就学に際し、子どもの育ちを支える資料を「保育所保育要録」とし   

て小学校へ送付することを明記。   

倭）保護者に対する支援の重要性  

保護者支援の基本を明らかにした上で、保育所に入所している子どもの保護者に対す   

る支援と地域における子育て支援を示す。   

⑤保育の計画と評価、職員の資質向上  

これまでの「保育計画」を「保育課程」という名称に改め、保育課程、指導計画に基   

づく保育実践を自己評価することを新たに規定。また、自己評価を踏まえ全職員が保育   

所の課題について、園内研修などを通して理解を深め、職員の資質向上、専門性の向上  
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を図ることを求める。  

＜過去の保育指針改定に伴う保育士養成課程の検討内容＞  

指 針 の 改 定 点   保育士養成課程の検討内容   

H2  幼稚園教育要領との整   ・5領域による教育的内容を踏まえた教授内容   

第  合性を図り、6領域から   の充実  

5領域に変更  ・養護（生命の保持及び情緒の安定）に関わる   

次  「基礎的事項」を踏まえた教授内容の充実   

乳児保育の一般化等を         改  ・6か月未満児を含む年齢・発達に応じた保育   

定  踏まえ6か月末満の年  内容の充実。  

齢区分を設ける。  

・保母資格と幼稚園教諭免許の同時取得を促進   

H12  ーク機能、対人援助技術の向上  

第  

次   ーフリ   

改  ーの視点  

定   

研修を通じた専門性の向  

上等  

乳児保育に係る記載の充  

実  

延長・夜間・一時保育等の  

多様な保育ニーズへの対  容の工夫  

応  

SIDS、アトゼー性皮膚  

炎への対応  

児童虐待への対応  ・児童相談所等との連携、ソーシャルワ ーク機能、  

家庭支援の向上   
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資料6  

保育士養成課程の教科目  

系 列  教  科   目   単  位  数  留 意 事 項  
設 置  履 修   

教  外国語（演習）  2以上  

養  体育（講義）  1   1   

〕 

名称変更（←基礎科目）   

科  体育（実技）  1  1  

目  その他  6以上  

小  計  10以上  8以上  設置単位数減少（←12）  

履修単位数減少（←10）   

保育の本  社会福祉（講義）   2   2   名称変更（←社会福祉Ⅰ）  

質・目的  社会福祉援助技術（演  2   2   名称変更（←社会福祉Ⅱ）  

の理解に  習）   2   2  

関する科  児童福祉（講義）   4   4  

日   保育原理（講義）  2  2  

必  養護原理（講義）  2  2  

教育原理（講義）  

保育の対  発達心理学（講義）   2   2   

修  2   2  

に関する  小児保健（講義・実習）  5   5  

科目   小児栄養（演習）  2  2  義●夷習）  

科  〕冨悪霊悪霊雪工苧  

精神保健（講義）  2  2  

家族援助論（講義）  2  2  新設  

目  6   6   

容・方法  乳児保育（演習）   2   2  授業形態変更（←講義）  

の理解に  1  

1  

修’  

関する科  

目   

養護内容（演習）  1  1   択必修）  

〕雷笠芸芸霊雪工芦  

基礎技能  基礎技能（演習）   4   4   単位数減少（←6）  

保育実習  保育実習（実習）   5   5  

総合演習  総合演習（演習）   2   2   新設  

／j、  計  50   50   単位数増加（←47）   

選  保育の本質・目的の理解に関  

する科目  

択  17以上  8以上   大綱化（←科目名）  

目  

必  保育の内容・方法の理解に関  

する科目  

修  基 礎 技 能  

科  22  

保育実習Ⅲ（実習）  2以  
目  上   

小  計  19以上  10以上  設置単位数減少（←20）  

履修単位数減少（←11）   

合  計  79以上  68以上  




